
「震度 5 弱以上を観測する地震」が発生した場合の対応について           R７.５ 

                                                     岐阜県立飛驒特別支援学校 

 

 

 

１ 休校、授業開始等について、公共交通機関の運行や、学校周辺の安全等の確認後、 

「すぐーる」または、「災害用伝言ダイヤル」にてお知らせします。 

 

 

 

１  ① 広い場所へ避難する。 

② 揺れが収まってから安全な方法で、 

自宅、または＊安全を確保できる場所へ移動する。 

２ スクールバスは、運行を停止し、安全を確保できる場所へ移動します。 

３ 帰宅に危険があり、学校へ移動した方が安全であると判断した場合は学校に移動し、学校で待機する。 

４ 休校、授業開始等について、公共交通機関の運行や、学校周辺の安全等の確認後、「すぐーる」または、「災害 

用伝言ダイヤル」にてお知らせします。 

 

 

 

１ 危機管理マニュアルに則り、安全確保をします。 

２ 安全が確認され次第、保護者引き渡しとします。引き渡しの時刻や方法については、学校から「すぐーる」また

は、「災害用伝言ダイヤル」にてお知らせします。 

 

  

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、または、巨大地震注意が発表された場合、 

被害状況等により休校とする場合があります。また、学校が土砂災害特別警戒区域以外に所在するため 

安全に配慮しながら授業を行う場合もあります。 

その場合は、「すぐーる」や「災害用伝言ダイヤル」にてお知らせします。 

しかし、以下に該当する場合は、登校を控え、安全を確保できる場所で待機し、「すぐーる」または電話で  

学校へ連絡して下さい。 

（１） 自宅及び自宅周辺の被害が著しい場合 

（２） 道路の陥没、土砂崩れ等により危険な場合 

（３） 自宅の耐震性が十分でない場合 

（４） 自宅が土砂災害土砂災害特別警戒区域に立地している場合 

 

 

南海トラフ全域を対象に、大規模地震や地殻変動など異常な現象が観測された場合に、気象庁より発表 

される。例えば、南海トラフ沿いの東側で地震が発生し、西側でも地震が続発する（後発地震）可能性が高 

まった場合などに発表される。 

岐阜県の場合は、県内で発生した地震が、震度４以下の場合でも臨時情報が発表される可能性がある。 

・登下校中に発生した場合 

・学校休業日     

・授業日の登校前に

発生した場合 

・在校中に発生した場合 

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合 

自宅又は、 

＊安全を確保できる場所で待機 

＊安全な親類、知人宅や指定避難所や一時避難所等 

 

自宅、または近くの安全な場所に

移動して待機 

保護者、自力通学生：    

学校から「すぐーる」（アンケ

ート）で待機場所、安否を尋

ねることがあります。その時

は、御回答下さい。    

（繋がらないときは電話）        

スクールバス：乗車時は、添

乗員が電話をします。 

 

待機場所、安否を下記の方

法で学校へ報告 

学校へ連絡 
学校待機 

 
引き渡し

学校待機 

保護者：             

学校から「すぐーる」（アンケ

ート）で帰宅確認の連絡があ

ります。必ず御回答下さい。 

（繋がらない時は電話）  

、安否を 

下記の方法で、学校へ報告 

南海トラフ地震臨時情報とは 

保護者：学校から「すぐーる」

（アンケート）で待機場所、 

安否を尋ねることがあります。

その時は、御回答下さい。 

（繋がらないときは電話）  

学校へ連絡 

＊高山市、白川村は、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されておりませんが、地震発生時の基本の対応として、作成しております。 

＊震度４でも安否確認させていただく場合が

あります。御承知おき下さい。 


